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地震発生時における学校等の対応について 

 

１ 久御山町において、震度５弱以上の地震が発生した場合、以下の対応となりますので、町ホーム 

ページ、防災無線、テレビ、ラジオ等の情報に注意してください。 

２ 家庭内での身を守る場所の確認や、登下校中に地震が発生した際、一時避難する安全な場所（公 

園・学校の校庭等）の確認をお願いします。 

 

状況等 震度５弱以上の地震が発生 

校 種 こども園 小中学校 

登校前 

（園） 

臨時休業 

※前日の下校以降、登校までに発生した場合は、登校日当日を臨時休業とする。 

※土・日・祝日（こども園は日・祝日）及びその前日に発生した場合は、休業日明けを原則、臨時 

休業とする。 

※登校（園）再開については、ホームページやメール配信等でお知らせします。 

登校中 

（園） 

園児及び保護者は、危険な場所を避け、安 

全な場所（公園、近くの学校の校庭等）へ 

一時的に避難 

          ↓ 

 揺れがおさまった後、自宅へ 

児童・生徒は、危険な場所を避け、安全な 

場所（公園、学校の校庭等）へ一時的に避難 

          ↓ 

 揺れがおさまった後、原則自宅か学校の近い

方に避難 

在校中 

（園） 

地震時は教職員の指示に従い身を守る行動をとり、揺れがおさまったら、 

余震に備えて園・校庭へ避難     ⇒以降、臨時休業 

↓ 

園児・児童・生徒の確認・保護 

↓ 

【園児】保護者への引渡し 

【児童】保護者への引渡し 

【生徒】下校に際しての安全を確認でき次第、集団下校 

下校中 

（降園中） 

園児及び保護者は、危険な場所を避け、安 

全な場所（公園、近くの学校の校庭等）へ 

一時的に避難 

          ↓ 

 揺れがおさまった後、自宅へ 

児童・生徒は、危険な場所を避け、安全な 

場所（公園、学校の校庭等）へ一時的に避難 

          ↓ 

 揺れがおさまった後、原則自宅か学校の近い

方に避難 

※放課後児童健全育成事業（以下「仲よし学級」という。）の対応について 

 １ 登校前から在校中までの間に、久御山町において震度５弱以上の地震が発生した場合、仲よし学級は臨時 

休級となります。 

 ２ 仲よし学級在級時に上記地震が発生した場合は、学校対応の「在校中」に準じた対応とします。 

 ３ 長期休業中（学校休業日に仲よし学級を開室する日を含む。）に発生した場合も、上表に準じた対応としま 

す。 

 

※この表において「園児」は町立こども園に在籍する園児、「児童」は町立小学校に在籍する小学生、「生徒」は

町立中学校に在籍する中学生を意味しています。 

 

 

登下校中は、自主的な避難行動が基本となります。登下校中に大きな地震が 
起きた場合の対応を各ご家庭で話し合っておいてください。 


